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情報通信基盤整備推進補助金交付要綱 

 

平成２８年４月１５日 総基高第１１号 

最終改正：平成２９年４月１９日 総基事第４７号 

 

 （通則） 

第１条 情報通信基盤整備推進補助金（以下「補助金」という。）の交付については、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び総務省

所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）に定めるほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、地理的な制約から民間事業者の投資による超高速ブロードバンド

基盤の整備が困難な市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）又はその連

携主体（補助金に係る事務の処理をその代表となる市町村に委任をして実施することを

約した複数の市町村をいう。以下同じ。）に対し、情報通信基盤整備推進事業（以下「補

助事業」という。）に要する経費の一部について補助金を交付することにより、地域にお

ける情報通信の格差を是正し、地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠な超

高速ブロードバンド基盤の整備を促進することを目的とする。 

 

 （定義） 

第３条 この要綱において、「補助事業」とは、超高速ブロードバンドサービスの提供に必

要となる施設及び設備を整備する事業であって、市町村又はその連携主体（次の各号に

掲げる地域（以下「条件不利地域」という。）のいずれかを含む地域において事業を行う

者に限る。）が行うものをいう。 

一 過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第１項

に規定する過疎地域、同法第３２条の規定に基づき読み替えて適用される同法第２条

第１項に規定する過疎地域及び同法第３３条の規定に基づき過疎地域とみなして同法

の適用を受ける地域をいう。） 

二 辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第２条第１項に規定する辺地をいう。） 

三 離島（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定に基づき離島振

興対策実施地域として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年

法律第７９号）第４条第１項に規定する小笠原諸島、奄美群島振興開発特別措置法（昭

和２９年法律第１８９号）第１条に規定する奄美群島及び沖縄振興特別措置法（平成
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１４年法律第１４号）第３条第１号に規定する沖縄をいう。以下同じ。） 

四 半島（半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第１項の規定に基づき半島振

興対策実施地域として指定された地域をいう。） 

五 山村（山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定に基づき振興山

村として指定された地域をいう。） 

六 特定農山村（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に

関する法律（平成５年法律第７２号）第２条第１項の規定に基づき特定農山村地域と

して指定された地域をいう。） 

七 豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第１項の規

定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。） 

 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の額は、別表１に

掲げる経費の総額とする。  

 

 （交付額） 

第５条 総務大臣（以下「大臣」という。）は、次の表の左欄に掲げる額を予算の範囲内に

おいて同表右欄に掲げる対象となる者に交付する。ただし、交付決定の額は、交付決定

単位ごとに、一件当たり１００万円をそれぞれ下限とする。 

 

額 対 象 

補助対象経費の

１／３に相当す

る額 

財政力指数（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４

条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を、同法第１１

条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して

得た数値の過去３年間の平均値をいう。以下同じ。）が０．３以

上の市町村（離島を整備する市町村及びその連携主体を除く） 

補助対象経費の

１／２に相当す

る額 

財政力指数が０．３未満の市町村（離島を整備する市町村及びそ

の連携主体を除く） 

補助対象経費の

２／３に相当す

る額 

離島を整備する市町村及びその連携主体 

 

２ 算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とす

る。 
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 （交付の申請） 

第６条 市町村又はその連携主体が、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１号

による交付申請書及び様式第２号による整備計画を大臣が別に定める日までに大臣に提

出しなければならない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、

当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる

消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税

額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控

除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消

費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

 （交付決定の通知） 

第７条 大臣は、前条第１項の規定による交付の申請があったときは、別表２に定める審

査基準を満たすものであって、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を

行い、様式第３号による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

３ 大臣は、第１項による交付の決定を行うに当たっては、第６条第２項により補助金に

係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査

し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。 

４ 大臣は、第６条第２項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る

消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨

の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付決定通知を受けた市町村又はその連携主体（以下「補助事業者」と

いう。）は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下

げることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第１項の通

知があった日から２０日以内に、様式第４号による交付申請取下げ届出書を大臣に提出

しなければならない。 

 

 （変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当

するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第５号による変更承認申請書

及び変更後の様式第２号に定める整備計画を大臣に提出し、その承認を受けなければな
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らない。 

（１）事業費の額の２０％を超える額を減額するとき。ただし、入札による減額を除く。 

（２）補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

   ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める

必要がある場合 

   イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意

により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するもの

と考えられる場合 

ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合 

２ 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様

式第６号による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

 （事故の報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれ

る場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第７号による事故報告

書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

 （状況報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、大臣から要求があっ

た場合は、速やかに様式第８号による状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたとき

を含む。）は、その日から起算して１箇月を経過した日又は翌会計年度の４月３日のいず

れか早い日までに、様式第９号による報告書を大臣に提出しなければならない。この場

合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、大臣の

承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了せずに国の会計年度が終了したときは、交付の決定に

係る会計年度の翌年度の４月３０日までに前項に準ずる報告書を大臣に提出しなければ

ならない。 

３ 補助事業者は、第１項及び第２項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控

除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならな

い。 

 

 （額の確定等） 

第１３条 大臣は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調
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査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条

の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１０号による補助金の額の

確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。 

３ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、大臣は、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．

９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 （支払） 

第１４条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うもの

とする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払を

することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第１１

号による補助金精算（概算）払請求書を大臣に提出しなければならない。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１５条 大臣は、第９条第２項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は

次に掲げる場合には、第７条の決定の内容（第９条の規定に基づく承認をした場合は、

その承認した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

 （１）補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違

反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

 （４）交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に掲げる場合を除き、その命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計

算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第１３条第

３項の規定を準用する。 

 

 （消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
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第１６条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕

入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第１２号の報告書を大臣に提出しなけれ

ばならない。 

２ 大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずる。 

３ 第１３条第３項の規定は、前項の返還について準用する。 

 

 （補助事業の経理） 

第１７条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、

その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支

に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存してお

かなければならない。 

 

 （補助金交付の際付す条件） 

第１８条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格が単価５０万円以上のものについ

て、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

ようとするときは、あらかじめ様式第１３号による承認申請書を大臣に提出し、大臣の

承認を受けなければならない（大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を

除く。）。 

２ 大臣は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、

その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。 

３ 補助事業者は、取得財産等については、補助事業完了後においても善良なる管理者の

注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らな

ければならない。 

 

（財産処分の承認の例外） 

第１９条 前条第１項の規定による財産処分に関する大臣の承認については、大臣が別に

定める基準に該当する取得財産の処分（取得価格が単価５０万円以上のものに限る。）で

あって補助事業者が様式第１３号による届出書を大臣に提出した場合は大臣の承認があ

ったものとみなす。ただし、同項の届出書において、記載事項の不備など必要な条件が

具備されていない場合は、この限りでない。 

２ 補助事業者が取得した土地については、前項による財産処分のほか、総務省所管補助

金等交付規則第８条別表に規定する建物、鉄骨鉄筋コンクリート造、送受信用、車庫用

又は格納庫用のものに係る処分制限期間の到来をもって承認があったものとみなす。 

 

 （収益納付） 
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第２０条 大臣は、補助事業者に、補助事業によって整備した施設の貸与により相当の収

益が生じたと認められる場合は、補助金に相当する額の全部又は一部を国に納付すべき

旨を命じることができる。 

２ 収益及び納付すべき金額の計算の方法並びに収益の状況に関する報告の徴収その他前

項の納付に関し必要な事項は、大臣が別に定める。 

 

（整備計画の事後評価） 

第２１条 補助事業者は、補助事業の終了後に、整備計画の目標の達成状況等について評

価を行い、これを公表するとともに、様式第１４号及び様式第１５号による報告書を大

臣に提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項に基づく報告書の提出を受けたときは、補助事業者に対し、必要な助言

をすることができる。 

 

 （書類の提出） 

第２２条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本１通に副本１通を添えて、申請

者又は補助事業者（市町村の連携主体を代表する市町村を含む。）の所在地を管轄区域と

する各総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）を経由して、大臣に提出するもの

とする。 

 

 （その他必要な事項） 

第２３条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、大臣が別に定める。 

 

附 則（平成２８年４月１５日総基高第１１号） 

１ この要綱は、平成２８年４月１５日から施行する。 

 

附 則（平成２９年４月１９日総基事第４７号） 

１ この要綱は、平成２９年４月１９日から施行する。 

２ 東日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴

う原子力発電所の事故による災害をいう。）に係る災害救助法（昭和２２年法律第１１８

号）が適用された市町村（岩手県、宮城県、福島県の市町村に限る。）のうち、財政力指

数が０．３未満であって、平成３２年度末までに、激甚災害に対処するための特別の財

政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０号）第２条第１項の規定により激甚災

害として指定された災害（以下「激甚災害」という。）を受けた市町村において、その被

害額が特に大きい場合における激甚災害により被害を受けた超高速ブロードバンド基盤

の復旧に対する本要綱の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第２条 この補助金は、地理的な制約から民

間事業者の投資による超高速ブロー

ドバンド基盤の整備が困難な市町村

（一部事務組合及び広域連合を含

む。以下同じ。）又はその連携主体（補

助金に係る事務の処理をその代表と

なる市町村に委任をして実施するこ

とを約した複数の市町村をいう。以

下同じ。）に対し、情報通信基盤整備

推進事業（以下「補助事業」という。）

に要する経費の一部について補助金

を交付することにより、地域におけ

る情報通信の格差を是正し、地域の

活性化を図っていく上で重要かつ必

要不可欠な超高速ブロードバンド基

盤の整備を促進することを目的とす

る。 

この補助金は、激甚災害に対処する

ための特別の財政援助等に関する法

律（昭和３７年法律第１５０号）第

２条第１項の規定により激甚災害と

して指定された災害（以下「激甚災

害」という。）により超高速ブロード

バンド基盤が被害を受けた市町村

（一部事務組合及び広域連合を含

む。以下同じ。）又はその連携主体（補

助金に係る事務の処理をその代表と

なる市町村に委任をして実施するこ

とを約した複数の市町村をいう。以

下同じ。）に対し、情報通信基盤整備

推進事業（以下「補助事業」という。）

に要する経費の一部について補助金

を交付することにより、激甚災害に

より被害を受けた超高速ブロードバ

ンド基盤の復旧を図ることを目的と

する。 

第３条 この要綱において、「補助事業」とは、

超高速ブロードバンドサービスの提

供に必要となる施設及び設備を整備

する事業であって、市町村又はその

連携主体（次の各号に掲げる地域（以

下「条件不利地域」という。）のいず

れかを含む地域において事業を行う

者に限る。）が行うものをいう。 

一 過疎地域（過疎地域自立促進特

別措置法（平成１２年法律第１５号）

第２条第１項に規定する過疎地域、

同法第３２条の規定に基づき読み替

えて適用される同法第２条第１項に

規定する過疎地域及び同法第３３条

の規定に基づき過疎地域とみなして

同法の適用を受ける地域をいう。） 

二 辺地（辺地に係る公共的施設の

この要綱において、「補助事業」とは、

激甚災害により被害を受けた超高速

ブロードバンド基盤の復旧を図るた

めに必要となる施設及び設備を整備

する事業であって、市町村又はその

連携主体（激甚災害により超高速ブ

ロードバンド基盤が被害を受けた地

域において事業を行う者に限る。）が

行うものをいう。 
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総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律（昭和３７年法律第

８８号）第２条第１項に規定する辺

地をいう。） 

三 離島（離島振興法（昭和２８年

法律第７２号）第２条第１項の規定

に基づき離島振興対策実施地域とし

て指定された地域、小笠原諸島振興

開発特別措置法（昭和４４年法律第

７９号）第４条第１項に規定する小

笠原諸島、奄美群島振興開発特別措

置法（昭和２９年法律第１８９号）

第１条に規定する奄美群島及び沖縄

振興特別措置法（平成１４年法律第

１４号）第３条第１号に規定する沖

縄をいう。以下同じ。） 

四 半島（半島振興法（昭和６０年

法律第６３号）第２条第１項の規定

に基づき半島振興対策実施地域とし

て指定された地域をいう。） 

五 山村（山村振興法（昭和４０年

法律第６４号）第７条第１項の規定

に基づき振興山村として指定された

地域をいう。） 

六 特定農山村（特定農山村地域に

おける農林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律（平成５

年法律第７２号）第２条第１項の規

定に基づき特定農山村地域として指

定された地域をいう。） 

七 豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措

置法（昭和３７年法律第７３号）第

２条第１項の規定に基づき豪雪地帯

として指定された地域をいう。） 

別表２

「交付

条件不利地域のいずれかが含まれて

いる、超高速ブロードバンドが整備

激甚災害により超高速ブロードバン

ド基盤が被害を受けた地域であるこ
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決定の

審査基

準」の

項中 

されていない地域であること。 と。 

地方公共団体が行う地域の情報化に

係る取組等各種の地域の振興又は整

備に関する計画との調和が図られて

いること。 

地方公共団体が行う情報通信基盤の

復旧に係る取組等各種の復旧に関す

る計画との調和が図られているこ

と。 

様式第

１号 

地域の振興又は整備に関する計画の

写し 

復旧に関する計画の写し 

様式第

１号 

別紙１ 

（注２）事業を市町村の連携主体が

行う場合は、複数の市町村にまたが

る区域で、かつ、条件不利地域を含

む地域において施設及び設備の設置

の事業であることが分かるようなネ

ットワークの概要図を付する。 

（注２）事業を市町村の連携主体が

行う場合は、複数の市町村にまたが

る区域において施設及び設備の設置

の事業であることが分かるようなネ

ットワークの概要図を付する。 

様式第

２号 

条件不利地域該当状況 

※地域ごとに記載。複数の種類の条

件不利地域に該当する場合は、その

全てを記載。 

激甚災害指定状況 

地域の振興又は整備に関する計画と

の調和に関すること 

復旧に関する計画との調和に関する

こと 

※地方公共団体が行う地域の情報化

に係る取組等各種の地域の振興又は

整備に関する計画における当該事業

の位置づけ、当該事業によりもたら

される効果等について具体的に記

述。 

※地方公共団体が行う情報通信基盤

の復旧に係る取組等各種の復旧に関

する計画における当該事業の位置づ

け、当該事業によりもたらされる効

果等について具体的に記述。 
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別表１ 

内容 

(1) 施設・設備費 

ア 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 

（ア）光電変換装置 

（イ）光成端架 

（ウ）線路設備（中継装置及び分岐装置を含む。） 

（エ）送受信装置 

（オ）ヘッドエンド装置 

（カ）無線アクセス装置 

（キ）鉄塔 

（ク）局舎施設 

（ケ）外構施設 

（コ）電源供給施設 

（サ）構内伝送路 

（シ）管理測定装置 

イ アに掲げるもののほか、附帯施設（大臣が別に定める施設・設備）

の設置に要する経費 

ウ 附帯工事費 

(2) 用地取得費・道路費 

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要

する経費（土地造成費を含む。) 

イ 附帯工事費 
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別表２ 

 

交付決定の審査基準 

 

整備内容 下り最大伝送速度が３０Ｍｂｐｓ以上のブロードバ

ンド（以下「超高速ブロードバンド」という。）サー

ビスを提供するために必要となる施設及び設備を整

備する事業であること。 

整備主体 市町村又はその連携主体であること。 

 

整備地域 条件不利地域のいずれかが含まれている、超高速ブロ

ードバンドが整備されていない地域であること。 

交付対象経費 別表１に掲げる施設及び設備の整備に係る経費であ

ること。 

整備計画 採用予定の運営方式が明示されていること。 

地方公共団体が行う地域の情報化に係る取組等各種

の地域の振興又は整備に関する計画との調和が図ら

れていること。 

超高速ブロードバンドサービスの加入世帯数等に関

する目標が設定されていること。 
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情報通信基盤整備推進補助金交付要綱について【補足事項】 

 

 

１ 交付の申請について 

(1) 情報通信基盤整備推進補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第６条の「大

臣が別に定める日」は、原則として６月３０日とする。 

(2) 交付要綱附則（平成２９年４月１９日総基事第４７号）第２項で定める「激甚災

害により被害を受けた超高速ブロードバンド基盤の復旧」は、従前の情報通信利用

環境整備推進交付金、情報通信技術利活用事業費補助金等の交付の目的である地域

の情報格差を是正し、情報化の進展に対応した住民サービスの向上を図るため、当

該交付金等の交付を受けて整備した施設又は設備の復旧であるものとする。 

 

２ 財産の処分制限期間について 

交付要綱第１８条第１項の「大臣が別に定める財産の処分制限期間」は、総務省所管

補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）が定めるところによ

るものとする。 

 

３ 交付対象施設等について 

(1) 交付要綱別表１の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定

費、現場管理費等工事に必要な経費が含まれる。 

(2) 交付要綱別表１の「大臣が別に定める施設・設備」は、別紙のとおりとする。 

 

４ 財産処分について 

(1) 交付要綱第１９条第１項で定める「大臣が別に定める基準」は、総務省所管一般

会計補助金等に係る財産処分承認基準（平成２０年４月３０日総官会第７９０号）

に定める包括承認事項のほか、次のとおりとする。 

ア 以下の要件を満たす処分である場合 

(ア) 補助金事業完了後１０年を超える期間を経過した建物及び建物以外の工作

物並びに土地の全部又は一部を、公共用又は公用に供する次の施設へ転用する

ものであること。 

地域情報施設、研修施設、防災施設、試験研究施設、社会教育施設（公民館、

図書館、博物館等)､ 社会体育施設（体育館等)､ 文化施設（美術館等）､ 児

童福祉施設、（児童館等）､ 老人福祉施設、障害者福祉施設、特定非営利活

動法人（ＮＰＯ）拠点施設、公害防止施設、医療施設、庁舎 

(イ) 補助事業者と同一の市町村（市町村の属する都道府県を含む。）及び市町村

の連携主体への無償による転用であること。 
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イ 現に補助金が交付又は交付決定されている補助事業において、地域の情報格差

を是正し、情報化の進展に対応した住民サービスの向上を図るため、補助事業者

が本事業で設置した施設及び設備の一部を当該補助事業者以外の者に利用させ

る場合 

 

５ その他 

交付要綱に定める様式第１号から様式第１５号までの用紙は、日本工業規格Ａ列４

番によるものとする（添付書類等を除く。）。 
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別紙 

 

交付要綱別表１の各項の附帯施設（大臣が別に定める施設・設備） 

 

(1) 接地線 

(2) 屋外照明施設 

(3) マンホール 

(4) 空調設備 

(5) 監視設備 

(6) 消火設備 

(7) 水道施設 

(8) 貯水タンク 

(9) ろか器 

(10) 洗面・手洗施設 

(11) モニターテレビ 

(12) 修理工具 

(13）仮眠施設 

(14) 地下埋設設備 

(15) 構内柱 

(16) 航空標識灯設備 

(17) 中継用固定無線装置 

(18) 予備送受信機 

(19) (1)から(18)までに掲げるものに類する施設・設備 

 




